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本日御議論いただきたい内容
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○ 医療と介護の連携については、これまで、地域医療介護総合確保法の趣
旨を踏まえ、質の高い医療提供体制及び地域包括ケアシステムの構築を一
体的に推進してきた。

○ こうした取組みをより一層進めるためには、患者・介護サービス利用者
を中心として、医療・介護サービスを提供する関係者間での適時適切な情
報共有が不可欠であり、現在進んでいるデータヘルスの視点も取り入れた
検討も重要である。

○ こうした観点から、医療・介護サービスを提供している皆様の目線で、
以下の事項について、ご議論いただきたい。
① 患者・介護サービス利用者と、医療や介護に関わる者の間における情

報共有についてどう考えるか。
② 医療のサービス提供者にとって、介護のどのような情報が必要か。ま

た、介護のサービス提供者にとって、医療のどのような情報が必要か。
③ 患者・利用者が受けているサービスの情報をどのように収集し、管理

し、関係者間で共有すべきか。



１－１.オンライン資格確認の導入について
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１．オンライン資格確認の導入 【健康保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律（高確法）、船員保険法 】
・ オンライン資格確認の導入に際し、資格確認の方法を法定化するとともに、個人単位化する被保険者番号について、個人情報保護の観点から、健康

保険事業の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止（告知要求制限）する。

２．オンライン資格確認や電子カルテ等の普及のための医療情報化支援基金の創設【地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】

３．NDB、介護DB等の連結解析等 【高確法、介護保険法、健康保険法】
・ 医療保険レセプト情報等のデータベース（ＮＤＢ）と介護保険レセプト情報等のデータベース（介護ＤＢ）について、各DBの連結解析を可能とするととも

に、公益目的での利用促進のため、研究機関等への提供に関する規定の整備（審議会による事前審査、情報管理義務、国による検査等）を行う。

（DPCデータベースについても同様の規定を整備。）

４．高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施等 【高確法、国民健康保険法、介護保険法】
・ 75歳以上高齢者に対する保健事業を市町村が介護保険の地域支援事業等と一体的に実施することができるよう、国、広域連合、市町村の役割等に

ついて定めるとともに、市町村等において、各高齢者の医療・健診・介護情報等を一括して把握できるよう規定の整備等を行う。

５．被扶養者等の要件の見直し、国民健康保険の資格管理の適正化 【健康保険法、船員保険法 、国民年金法、国民健康保険法】
⑴ 被用者保険の被扶養者等の要件について、一定の例外を設けつつ、原則として、国内に居住していること等を追加する。

⑵ 市町村による関係者への報告徴収権について、新たに被保険者の資格取得に関する事項等を追加する。

６．審査支払機関の機能の強化 【社会保険診療報酬支払基金法、国民健康保険法】
⑴ 社会保険診療報酬支払基金（支払基金）について、本部の調整機能を強化するため、支部長の権限を本部に集約する。

⑵ 医療保険情報に係るデータ分析等に関する業務を追加する（支払基金・国保連共通） 。

⑶ 医療の質の向上に向け公正かつ中立な審査を実施する等、審査支払機関の審査の基本理念を創設する（支払基金・国保連共通）。

７．その他
・ 未適用事業所が遡及して社会保険に加入する等の場合に発生し得る国民健康保険と健康保険の間における保険料の二重払いを解消するため、所

要の規定を整備する。【国民健康保険法】

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等
の一部を改正する法律の概要

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るため、保険者間で被保険者資格の情報を一元的に管理する仕組みの創設及びそ
の適切な実施等のために医療機関等へ支援を行う医療情報化支援基金の創設、医療及び介護給付の費用の状況等に関する情報
の連結解析及び提供に関する仕組みの創設、市町村において高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する枠組みの構築、
被扶養者の要件の適正化、社会保険診療報酬支払基金の組織改革等の措置を講ずる。

改正の趣旨

令和２年４月１日（ただし、１については公布日から２年を超えない範囲内で政令で定める日、２は令和元年10月１日、３並びに６⑵及び⑶は令和２年10
月１日（一部の規定は令和４年４月１日）、５⑵及び７は公布日、６⑴は令和３年４月１日）

施行期日

改正の概要

令和元年５月22日公布
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地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令和２年法律第52号）の概要

地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点
から、市町村の包括的な支援体制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介護の
データ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずる。

改正の趣旨

令和３年４月１日(ただし、３②及び５は公布の日から２年を超えない範囲の政令で定める日、３③及び４③は公布日)

施行期日

改正の概要

※地域共生社会：子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる社会（ニッポン一億総活躍プラン（平成28年６月２日閣議決定））

１．地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援 【社会福祉法、介護保険法】
市町村において、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の抱える課題の解決のための包括的な支援体制の整備を行う、新たな事業

及びその財政支援等の規定を創設するとともに、関係法律の規定の整備を行う。

２．地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進 【介護保険法、老人福祉法】
① 認知症施策の地域社会における総合的な推進に向けた国及び地方公共団体の努力義務を規定する。
② 市町村の地域支援事業における関連データの活用の努力義務を規定する。
③ 介護保険事業（支援）計画の作成にあたり、当該市町村の人口構造の変化の見通しの勘案、高齢者向け住まい（有料老人ホーム・サービス付き
高齢者向け住宅）の設置状況の記載事項への追加、有料老人ホームの設置状況に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化を行う。

３．医療・介護のデータ基盤の整備の推進 【介護保険法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律】
① 介護保険レセプト等情報・要介護認定情報に加え、厚生労働大臣は、高齢者の状態や提供される介護サービスの内容の情報、地域支援事業の
情報の提供を求めることができると規定する。
② 医療保険レセプト情報等のデータベース（NDB）や介護保険レセプト情報等のデータベース（介護DB）等の医療・介護情報の連結精度向上のため、
社会保険診療報酬支払基金等が被保険者番号の履歴を活用し、正確な連結に必要な情報を安全性を担保しつつ提供することができることとする。
③ 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に、当分の間、医療機関等が行うオンライン資格確認の実施に必要な物品の調達・
提供の業務を追加する。

４．介護人材確保及び業務効率化の取組の強化 【介護保険法、老人福祉法、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律】
① 介護保険事業（支援）計画の記載事項として、介護人材確保及び業務効率化の取組を追加する。
② 有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直しを行う。
③ 介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る現行５年間の経過措置を、さらに５年間延長する。

５．社会福祉連携推進法人制度の創設 【社会福祉法】
社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等を社員として、相互の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度を創設する。

令和２年６月１２日公布
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（１）オンライン資格確認の導入

① 保険医療機関等で療養の給付等を受ける場合の被保険者資格の確認について、個人番号カードによるオンライン資格確認を導入
する。

② 国、保険者、保険医療機関等の関係者は、個人番号カードによるオンライン資格確認等の手続きの電子化により、医療保険事務が
円滑に実施されるよう、協力するものとする。

③ オンライン資格確認の導入に向けた医療機関・薬局の初期導入経費を補助するため医療情報化支援基金を創設する。

（２）被保険者記号・番号の個人単位化、告知要求制限の創設

① 被保険者記号・番号について、世帯単位にかえて個人単位（被保険者又は被扶養者ごと）に定めることとする。
これにより、保険者を異動しても個々人として資格管理が可能となる。
※ 75才以上の方の被保険者番号は現在も個人単位なので変わらない。

② プライバシー保護の観点から、健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する。

※ 告知要求制限の内容（基礎年金番号、個人番号にも同様の措置あり）
①健康保険事業とこれに関連する事務以外に、被保険者記号・番号の告知を要求することを制限する。
②健康保険事業とこれに関連する事務以外で、業として、被保険者記号・番号の告知を要求する、又はデータベースを構成することを制限
する。これらに違反した場合の勧告・命令、立入検査、罰則を設ける。

※医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律（概要資料）

保険者

被保険者番号
被保険者番号

資格情報
提示

オンラインによる資格照会

資格情報を提供

電子証明書
被保険者の資格を保険者間で履歴管理

全レセプトを資格確認、正しい保険者に振分け

支払基金・国保中央会

資格情報

被保険者番号

保険証

加入者(患者)

保険医療機関等

資格情報等の管理について
支払基金・国保中央会に委託

個人番号カード
（マイナンバーカード）

または

資格情報

資格情報を履歴管理

資格確認の導入

【期待される効果】

資格の過誤請求等の削減

事務コストの削減 等

個人番号カードは預からない（＊）

ピッ

プライバシー保護の観点から、健康保険事業・関連事務以
外に被保険者番号の告知の要求を制限する措置を創設

「医療情報化支援基金」により、
システム整備等を行う医療機関等を支援

＊マイナンバーカードのICチップ内の電子証明書を読み取る。マイナンバー
は使わない。医療機関等でマイナンバーと診療情報が紐付くことはない。

（＊）

オンライン資格確認の導入
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医療情報化支援基金 （マイナンバーカード保険証利用等）

○ 技術革新が進む中で、医療分野においてもＩＣＴを積極的に活用し、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築していくことが急務である。このた
め、令和元年度において、医療情報化支援基金を創設し、医療分野におけるＩＣＴ化を支援する。（「地域における医療及び介護の総合的な確保の
促進に関する法律」を改正。令和元年10月1日施行）

○ 本年の通常国会で「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案」が成立。
顔認証付きカードリーダーを支払基金で一括調達し、医療機関及び薬局に配布（無償）する予定。

○ 令和２年３月に実施要領を定め、診療所、薬局は3/4補助、病院は1/2補助等とした。

現状及び課題

○ 令和３（2021）年３月からのオンライン資格確認の運用開始に向けて、具体的な支援内容等について検討を進める。

今後の方針

【対象事業】
・ 当該基金の対象事業として、次の２つを予定している
① オンライン資格確認の導入に向けた医療機関・薬局のシステム整備の支援
② 電子カルテの標準化に向けた医療機関の電子カルテシステム等導入の支援

■マイナンバーカードの健康保険証としての医療機関等の利用環境整備に係る全体スケジュール（令和元年9月デジタル・ガバメント閣僚会議決定）

2019年10月 「医療情報化支援基金」設置、医療機関等におけるシステムの検討を継続

2020年８月 詳細な仕様の確定、各ベンダのソフト開発を受け、医療機関等におけるシステム整備開始

2021年３月末 健康保険証利用の本格運用
医療機関等の６割程度での導入を目指す

2021年10月 マイナポータルでの薬剤情報の閲覧開始

2022年３月末 2022年診療報酬改定に伴うシステム改修時
医療機関等の９割程度での導入を目指す

2023年３月末 概ね全ての医療機関等での導入を目指す

保険医療機関・薬局加入者（患者）

受診時に被保険者証の提示 又は マ
イナンバーカードの提示とICチップ
の読み取り

ピッ

マイナンバーカード

保険証又は
提示

国
（交付要綱の作成等）

社会保険診療報酬支払基金

申請

医療機関等

交付

交
付

消費税財源活用

令和３年度概算要求額：768億円
（令和２年度予算額：768億円）
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オンライン資格確認の導入等について

○ 令和３年３月から、オンライン資格確認を運用開始予定。

① 医療機関等におけるオンラインによる医療保険の資格確認 【医療機関・薬局】

② マイナンバーカードの健康保険証※としての利用 【医療機関・薬局】【加入者】

③ 本人から同意を取得した上で、特定健診情報、薬剤情報等や限度額情報の医療機関・薬局への提供

【医療機関・薬局】【加入者】

④ マイナポータルを通じて、特定健診情報、薬剤情報や医療費通知情報の本人への提供【加入者】

※ 国民健康保険被保険者証及び後期高齢者医療被保険者証を含む。以下同じ。

オンライン資格確認等システムの導入により可能となること

○ オンライン資格確認の実施やマイナンバーカードの健康保険証利用に必要な準備は、以下のとおり。

医療機関・薬局

加入者

支払基金への申請手続、オンライン資格確認に係る機器の導入・システム改修等

①マイナンバーカードの読取・資格確認等のソフトウェア・機器の導入

②ネットワーク環境の整備

③レセプトコンピュータ、電子カルテシステム等の既存システムの改修 等

マイナンバーカードの健康保険証利用の申込み

オンライン資格確認
の実施

マイナンバーカード
の健康保険証利

用
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※ マイナンバーカード読取対応のスマートフォン、パソコン＋Icカードリーダー、各市区町村
設置のマイナポータル用端末から実施。令和３年３月（予定）以降は、医療機関や
薬局窓口に設置される顔認証付きカードリーダーからも可能。



１－２．医療機関・薬局におけるオンライン資格確認の

導入準備について
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医療機関・薬局におけるオンライン資格確認の導入準備について

○ 医療機関・薬局におけるオンライン資格確認の導入準備を以下のとおり実施。

７月６日 医療機関等向けポータルサイト※を開設

アカウント登録の受付開始

８月７日 顔認証付きカードリーダーの申込受付開始

※ 医療機関・薬局のオンライン資格確認の導入を支援するポータルサイト（社会保険診療報酬支払基金設置）
同サイトにアカウント登録をすると、最新情報のお知らせや顔認証付きカードリーダーの利用申込が可能。また、オンライン資格確認の利用申請
や補助金申請が順次可能となる予定。

○顔認証付きカードリーダーでは、

・マイナンバーカードの保険証利用において、顔認証又は4桁の暗証番号入力により本人確認

・医療機関等が薬剤情報・特定健診情報等を閲覧する際は、同意意思を明示的に確認した上で患者本人から

の同意を毎回取得することをシステム上で担保

することが可能。

顔認証付きカードリーダー

顔認証で本人確認ができます

薬剤情報/特定健診情報閲覧に係る
同意ができます

限度額適用認定証等の情報提供に
係る同意ができます

マイナンバーカードによる健康保険証利
用の申込み（初回登録）ができます
（マイナポータルを通じた初回登録が
未実施の場合）

暗証番号入力で本人確認ができます

9



③顔の撮影、又は暗証番号を入力
【患者】

⑤提供する情報 (限度額情報等)を
選択
【患者】

⑥レセプトコンピュータ等で結果を確認
【窓口職員】

④薬剤情報・特定健診情報等の
閲覧同意を選択
【患者】

②本人確認方法を選択
【患者】

①マイナンバーカードを置く
【患者】

結果確認提供情報選択

本人確認来院

同意取得

※各画面イメージは、現時点のイメージであり、今後変更される可能性がある。

マイナンバーカードでの資格確認手順（顔認証付きカードリーダー）
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１－３．マイナンバーカードの健康保険証利用について
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マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みについて

○ マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、被保険者・被扶養者による健康保険証利用の申込みが必要。

※ マイナポータルの機能を活用し、マイナンバカードのICチップにある利用者証明用電子証明書のシリアル番号と、個人単位被保険者番号の紐づけを行う。

○ 健康保険証利用の申込みを行うには、マイナンバーカードとカードリーダー機能を備えたデバイス（スマートフォン、PC＋ICカード

リーダー）を用いる必要がある。

○ マイナンバーカードの健康保険証利用の申込みは生涯１回のみ（※）。

※ マイナンバーカードの更新や電子証明書の更新による再度の申込みは不要。ただし、本人からの申請にもとづかずに自治体が新しい住民票コードを付番し直すような稀なケー

スに限り再度の申込みが必要。

マイナポイントアプリ

「マイナポイントアプリ」をインストールして申込み

インストールした「マイナポイントアプリ」にてマイナポイント申込後、マイナンバーカードの健康保険

証利用の申込（一括登録）を行う。

「マイナポータルAP」をインストールして申込み

マイナポータルにおいてマイナンバーカードの健康保険証利用の申込を行う。

各市区町村において設置するマイナポータル用端末等から申込み

各市区町村において設置するマイナポータル用端末等から、マイナポータルにアクセスしてマイナンバーカードの

健康保険証利用の申込を行う。

医療機関や薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダーから申込み（令和３年３月（予定）以

降）

医療機関や薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダーから、マイナポータルにアクセスしてマイナンバー

カードの健康保険証利用の申込を行う。

カードリーダー機能を備えたデバイスを所持していない場合

カードリーダー機能を備えたデバイスを被保険者や家族等が所持している場合

・マイナンバーカード読み取り可能機種
iPhoneの場合：iPhone7以降
Android端末 ：81機種

(2019年８月31日現在)

12

マイナポータルAP

マイナポータル用端末



１－４．オンライン資格確認のメリットについて
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患者 ・マイナンバーカードを用いて、特定健診情報等、医療費通知情報、薬剤情報を閲覧することが出来るように
なります。本人が同意をすれば、医療関係者と共有し、より良い医療を受けることが出来るようになります。

・限度額適用認定証等がなくても、窓口での限度額以上の一時的な支払いが不要となります。（従来は、一
時的に支払いをした後に還付を受けるか、事前に医療保険者等に限度額適用認定証等を申請する必要が
ありました。）

・転職・結婚・退職しても、被保険者証の発行を待たずに、マイナンバーカードで保険医療機関等を利用でき
るようになります。（医療保険者等への加入の届出は引き続き必要です。）
・保険医療機関等の窓口での資格確認がシステム化されることで、待ち時間が減少することがあります。

医療
機関・
薬局

・被保険者証の資格確認がシステム化されることで、窓口の混雑が緩和されます。

・病院システムへの資格情報の入力の手間が軽減され、誤記リスクが減少します。

・正しい資格情報の確認ができていないと、レセプト請求後に返戻されていましたが、オンラインで
の即時の資格確認を毎回実施することによりレセプトの返戻を回避でき、未収金が減少します。
（患者等への確認事務も減少します。）

・マイナンバーカードを持っている患者の同意を得て、保険医療機関では特定健診情報等、薬剤情報、
保険薬局では薬剤情報を閲覧することが出来るようになり、より適切な医療を提供することが出来
ます。

・災害時には、マイナンバーカードを持っていない患者であっても、特定健診情報等、薬剤情報を閲
覧することが可能となります。（患者の同意は必要です。）

保険
者

・資格切れの被保険者証の使用が抑制されます。

・資格切れの被保険者証や被保険者番号の誤記による過誤請求の事務処理負担（資格喪失や異動後の
資格情報の照会、医療保険者間調整、本人への請求等の事務作業）が減少します。

・限度額適用認定証等の適用区分や負担割合等が保険医療機関等に正確に伝わり、レセプトにかかる
保険医療機関等との調整が減少します。

・限度額適用認定証等の申請にかかる事務手続きや認定証等の発行が減少します。

オンライン資格確認のメリット

14



15

オンライン資格確認導入により医療機関・薬局で変わること

これまでの診療・投薬 できること

これまでに処方された
正確な薬剤情報が

わからない…
• 過去の薬剤情報／

特定健診情報を踏

まえた診療・投薬が

可能に

• 災害時にも患者の

薬剤情報が確認

できる！

？

患者の同意のもと
過去の薬剤情報/
特定健診情報※2を

閲覧することが可能に！

改善ポイント

医師/薬剤師等

※2 薬剤情報は、レセプトから抽出された情報となります。特定健診情報は、医療機関（病院・診
療所）のみ閲覧可能です。

• 患者の保険資格が

その場で確認できる

ようになるため、資

格過誤によるレセプ

ト返戻を削減！

• 再申請できないこと

による未収金の削

減も可能に！

改善ポイントこれまでのレセプト請求

レセプト返戻後の
作業が大変…

変わること

最新の資格情報
を確認後、再申請

オンライン資格確認の導入により、資格
過誤によるレセプト返戻作業を削減

患者へ電話や
文書にて確認

再申請できない

顔認証付きカードリーダーの導入で受付・資格確認がスムーズになる。
マイナンバーカードであれば患者との接触機会を減らすことができる。

※3 医療機関・薬局において患者のマイナンバー（12桁の番号）を取り扱うことはありません。マイナ
ンバーカードのICチップを利用します。

または 患者の
資格情報を
自動で表示

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

顔認証付きカードリーダー

による本人確認※4

健
康
保
険
証

健康保険証の
記号番号等を入力

健康保険証

健康保険証
を提示

①

マイナンバーカードを
カードリーダーに置く

①

マイナンバーカード※3

③

②

オンライン資格確認の導入により、①資格過誤によるレセプト返戻の作業削減、
②過去の薬剤情報/特定健診情報の閲覧が可能になる※1 。

職
員

レセプト返戻を
受領後、レセプ
ト請求以降に
患者の最新の
資格情報を取
得していないか
確認

※1 受付における患者の資格情報の自動取得及び過去の特定健診情報の閲覧は令和3年3月に、
薬剤情報は、令和3年10月に開始されます。

オンライン資格確認は今後のデータヘルスの基盤となります

・ 現在全国の医療機関・薬局で確認できる情報は、薬剤情報・特定
健診等情報のみですが、対象となる情報を拡大します。（令和4年
夏を目処）
手術、移植、透析、医療機関名といった項目が対象となる予定で

す。

・ オンライン資格確認等システムを基盤とし、電子処方箋の仕組みを
構築
します。（令和4年夏を目処）
紙の受け渡しが不要になり、薬剤情報共有のリアルタイム化(重複

投薬の回避）が可能となります。

・ 閲覧・活用できる健診等を拡大します。

・ 現在対象になっていない生活保護受給者の医療券も対象にする
（令和5年度中）など順次対象を広げていきます。

・ モバイル端末でのオンライン資格確認も検討しています。
(令和2年度研究事業)



１－５．オンライン資格確認等システムを基盤として提供される各情報
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※1 ①本人から医療機関・薬局に対し薬剤情報を提供すること、➁医療機関・薬局が

照会作業を行うことについて、マイナンバーカードにより本人確認と本人から同意を

取得した上で、医療機関・薬局から支払基金・国保中央会に薬剤情報を照会する。

支払基金・国保中央会は保険者の委託を受けてオンラインで薬剤情報を回答する。

※2 医療機関・薬局における本人確認と本人同意の取得の履歴管理は、オンライン

資格確認等システムにより、マイナンバーカードの電子証明書を用いて行う。

支払基金・国保中央会（国保連）特定健診情報＊

薬剤情報

マイナポータル

PHRｻｰﾋﾞｽ

医療機関

本人

個人単位被保番と特定健診情報、
薬剤情報等を１対１で管理

本人同意

個人単位被保番 資格情報

マイナンバーカード

○ オンライン資格確認等システムを基盤として、患者本人や医療機関等において、薬剤情報や特定健診情報等の
経年データの閲覧が可能となる。

薬局

薬剤情報・特定健診情報等の閲覧の仕組み

医療費通知情報

薬剤情報

特定健診情報＊

薬剤情報

薬剤情報

特定健診情報＊ 医療費通知情報

＊75歳以上の者については広域連合が行う後期高齢者健診の情報
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特定健診情報とは（特定健診とは） 薬剤情報とは

医療機関で同意した場合に閲覧可能な項目 医療機関・薬局で同意した場合に閲覧可能な項目

特定健診とは、生活習慣病(糖尿病等)の予防や早期発見・
改善を目的に、医療保険者が40歳以上(74歳以下)の加入者
に対して実施する健康診査。特定健診情報はこの特定健診の
結果の情報。(75歳以上の者については後期高齢者健診情報)

閲覧が可能となった場合に診療に及ぼす影響

○ 受診者情報
（氏名、性別、生年月日、年齢、保険者番号、被保険者証

等記号・番号・枝番）
○ 特定健診結果情報（※）
（診察（既往歴等）、身体計測、血圧測定、血液検査

（肝機能・血糖・脂質等）、尿検査、心電図検査、眼底
検査の結果）

○ 質問票情報（服薬・喫煙歴等）（※）
○ メタボリックシンドローム基準の該当判定（※）
○ 特定保健指導の対象基準の該当判定（※）

※ 令和２年度以降に実施し順次登録された過去５年間分の情報が閲覧可能。

○ かかりつけの医療機関以外でも（災害時や旅先）、別の医療機関で患者の情報を確認することができ、より適切で迅速な検査、
診断、治療等の実施が可能に

○ 複数医療機関を受診する患者の情報を集約して把握でき、患者の総合的な把握が求められるかかりつけ医の診療にも資する

○ 患者が医療従事者からの問診・確認へ対応する負担の軽減につながる（医療従事者側の負担軽減や対面診療の時間短縮に
もつながる）

特定健診情報と薬剤情報について

○ 受診者情報
（氏名、性別、生年月日、年齢、保険者番号、被保険者証
等記号・番号・枝番）
○ 薬剤情報（※）
（調剤年月日、処方医療機関識別、処方区分、使用区分、
医薬品名、成分名、用法、用量、調剤数量）

※ 令和３年９月診療分のレセプト（医科・歯科・調剤・DPC）から抽出を開始
し、過去３年間分の情報が閲覧可能

医療機関等を受診し、医療機関等から毎月請求される医科・
歯科・調剤・DPCレセプト（電子レセプト）から抽出した薬剤の
情報。

閲覧に同意

（注）下線の項目は後期高齢者健診においては存在しない。 （注）下線の項目は後期高齢者においては存在しない。
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特定健診情報の閲覧イメージ

※ 各画面イメージは、現時点のイメージであり、今後変更される可能性がある。また、医療機関のシステムにより見え方は異なる。
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後期高齢者健診情報の閲覧イメージ

※ 各画面イメージは、現時点のイメージであり、今後変更される可能性がある。また、医療機関のシステムにより見え方は異なる。
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※ 説明書きの文言等については、現時点のイメージであり、今後変更される可能性がある。

（参考）特定健診・後期高齢者健診検査項目について
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※ 各画面イメージは、現時点のイメージであり、今後変更される可能性がある。また、医療機関等のシステムにより見え方は異なる。

薬剤情報の閲覧イメージ（１）

「処方医療機関識別」
・自院か他院かの把握可能
・処方された機関を識別する番号が付与

「調剤年月日」
検索した期間で最新の順で表示

「処方区分」
・入院、院内、院外のいずれか
で調剤されたかを表示

「使用区分」
・内服、外用、屯服※、注射、
在宅のいずれの区分かを表示
※屯服：決まった時間ではなく、発作
時や症状のひどいときなどに服用すること

「医薬品名」
実際に調剤された薬剤名

「成分名」
調剤された薬剤名

「用法、用量」
いつ、どれだけ服用するか等表示

「調剤数量」
実際に調剤された数量を表示

「医薬品記号」
・麻薬の場合：麻）
・毒薬の場合：毒）
・覚醒剤原料の場合：覚）
・向精神薬の場合：向）
を表示
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※ 各画面イメージは、現時点のイメージであり、今後変更される可能性がある。また、医療機関等のシステムにより見え方は異なる。

薬剤情報の閲覧イメージ（２）

医薬品コードに紐づく名称で記載
（レボフロキサシンのように脱水物に換算されて
いる薬剤に関してはこのように記載される）

「１回用量」及び「用法等の特別指示」
1回の服薬量及び処方時の指示等を表示
（処方区分「院外」、使用区分「外用」「屯服」の場合に限る）
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限度額適用認定証等情報とは

医療機関・薬局で同意した場合に閲覧可能な項目

被保険者・被扶養者にとってのメリット

限度額適用認定証等情報について

高齢受給者証、限度額適用認定証、限度額適用･標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証に関する情報

証の種類 概要 表示内容

高齢受給者証 70歳以上75歳未満の高齢者について、一部負担割合を表す証 一部負担金の割合

限度額適用認定証 高額療養費制度の適用区分を表す証 適用区分

限度額適用・
標準負担額減額認定証

高額療養費制度の適用区分及び入院時の食費等の減額の対象
者であることを表す証

適用区分
（長期入院該当年月日）

特定疾病療養受療証 特定疾病の認定を受けたことを表す証
認定疾病名

（自己負担限度額）

認定疾病：①人工透析治療を必要とする慢性腎不全
②血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害（いわゆる血友病）
③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群（HIV感染を含み、厚生労働大臣が認める者に係るものに限る）

適用区分：自己負担限度額を算出する際に適用する区分 適用区分は、被保険者等の標準報酬や前年度所得の水準に応じて設定される

○ 医療機関・薬局に限度額適用認定証等を提示することが原則不要となり、

窓口での支払が一定上限額となる。

現行では、高額療養費制度の現物給付＊を受けるには、患者が事前に保険者に対し申請した上で、

医療機関等の窓口で限度額適用認定証等を提示しなければならない。

＊ 高額療養費の現物給付化 高額な医療費がかかった場合、限度額適用認定証等を提示すれば、医療機関等の窓口での支払いを

自己負担限度額までにとどめることができる仕組み。
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医療費通知情報とは

マイナポータルで閲覧可能な項目

医療費通知情報について

被保険者・被扶養者にとってのメリット

○ 現在、保険者が被保険者・被扶養者に対して通知している、被保険者・被扶養者が医療機関等で支払っ

た医療費の情報を、マイナポータルで閲覧できるようにするもの。

○ 受診者情報

（氏名、性別、生年月日、年齢、保険者番号、被保険者証等記号・番号・枝番）

○ 医療費情報（※）

（総額、保険者負担額、公費負担額、窓口負担相当額、診療年月、診療区分、診療実日数、

医療機関等名称）

※ ３年間分を保存し、被保険者・被扶養者が任意に指定した範囲を閲覧可能。令和３年10月以降の情報を表示。
※ 柔整等の療養費は含まれない。

○ マイナポータルを活用した医療費控除の申告手続きの簡素化

（マイナポータルを通じて申告に必要な医療費通知情報を取得し、e-Taxへの転記を行う）

○ 医療費の領収書を管理しなくても、マイナポータルで医療費通知情報を管理可能に

※ 令和４年分の確定申告から１年分の確定申告が可能
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医療費通知情報の閲覧イメージ

※ 各画面イメージは、現時点のイメージであり、今後変更される可能性がある。
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１－６．医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの準備状況
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医療機関・薬局におけるオンライン資格確認システムの導入準備状況

（2020/10/25時点）

３．対応

２．課題

１．目標と現在の申込状況

現状：オンライン資格確認の導入予定施設数

〇 オンライン資格確認について、医療機関や薬局、システムベンダ等への周知が不十分。

〇 マイナンバーカードの普及率等を踏まえ、オンライン資格確認がどのようになるのか様子見の状況。

○ システムベンダによる見積もりが過大になる傾向。新型コロナウイルス感染症の影響。

※ 紙申請・グループ申請を含む
医科・歯科併設病院の歯科は歯科診療所に含む

これまでの対応

・【費用支援】医療情報化支援基金（総額918億円）を用意

・【周知】全医療機関等へのリーフレット配布

・【周知】医師会等と共同した説明会の実施

・【周知】個別システムベンダへの働きかけ、共同での説明会実施

・【促進】大型チェーン薬局等への個別働きかけ

目標：医療機関等の６割程度での導入（令和３年３月時点）、概ね全ての医療機関等での導入（令和5年3月末）を目指す
（令和元年9月デジタル・ガバメント閣僚会議決定）

64,482施設（28.2％）／228,319施設

＜参考：ポータルサイトアカウント登録数 ＞

【内訳】

＜顔認証付きカードリーダー申込数＞ ※ 最新情報の提供やオンラインでの申請のために登録をお願いしているもの

これからの対応

○ 遅れている病院分野での導入促進と周辺医療機関への波及効果を狙い、

公的医療機関への働きかけを重点的に行う（導入状況を随時確認）

○ 説明用動画を作成し、三師会等医療関係団体に更なる働きかけを行う

○ カードリーダーの実物の提示等、システムベンダへの情報提供と働きかけを行う

○ 病院において改修範囲を早期に明確化できるよう支援するとともに、

大手システムベンダに対して見積の適正化を依頼

35,910施設（15.7％）／228,319施設

病院 1,257／ 8,287施設 15.2%

医科診療所 8,887／ 89,171施設 10.0%

歯科診療所 9,958／ 71,026施設 14.0%

薬局 15,808／ 59,835施設 26.4%

＜参考：健康保険証利用の申込割合＞

1,341,470件（4.9％） ／27,375,979枚

【マイナンバーカード申請・交付状況】
有効申請受付数： 約3,127万枚 （人口比 24.6%）

交付実施済数 ： 約2,738万枚 （人口比 21.5%）

※ 7/1から受付を開始。
マイナンバーカードの交付枚数に対する利用申込数の割合

※ 8/7から申込受付を開始
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１－７．マイナンバーカードの保険証利用の普及に向けた「加速化プラン」
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マイナンバーカードの保険証利用の普及に向けた「加速化プラン」について

〇 厚生労働省は、令和３年３月末に医療機関・薬局の６割程度で、オンライン資格確認等システム（マイナンバー

カードの保険証利用）の実施に必要な顔認証付きカードリーダーが導入されることを目指している。

〇 このような中、足元の顔認証付きカードリーダーの申込率は15.3％にとどまっている（10月18日時点）。

〇 そのため、厚生労働省は6割普及目標の早期達成を目指して、新たな「加速化プラン」を実行する。

医療機関等への更なる導入支援

■ 多くの患者が来院する公立・公的医療機関等における顔認証付きカードリーダーの申込率を毎週公表し、導入状況を
「見える化」する

■ 病院（約0.8万施設）、医科診療所（約8.9万施設）、歯科診療所（約7.1万施設）、薬局（約6.0万施設）へ
の導入を支援するため、ベンダへの見積もり適正化を依頼するとともに、追加的な財政補助を検討し、早急に結論を出す

１

訪問看護等におけるオンライン資格確認のあり方に関する検討

■ 令和５年３月末までに、医療機関等におけるオンライン資格確認等システムの普及とマイナンバーカードの健康保険証
利用が進むことを見据え、訪問看護や柔道整復・あんま・はり・灸におけるオンライン資格確認のあり方について検討する

マイナンバーカードの保険証利用申込の更なる促進

■ 生涯で一回のみ必要となるマイナンバーカードの健康保険証利用の申込みのアクセスポイントを増やす

■ 多くの方が日常利用する保険薬局について、説明会や課題ヒアリング等の接点を増やすなど働きかけを強化し、
保険薬局がマイナンバーカードで様々な手続き（健康保険証利用申し込みなど）ができる拠点となるよう進めていく

２

３
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２.データヘルス改革の状況について
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○ ３つの仕組みについて、オンライン資格確認等システムやマイナンバー制度等の既存インフラを最大限
活用しつつ、令和３年に必要な法制上の対応等を行った上で、令和４年度中に運用開始を目指し、効率的
かつ迅速にデータヘルス改革を進め、新たな日常にも対応するデジタル化を通じた強靱な社会保障を構築
する。

データヘルス集中改革プランの基本的な考え方

▶３つのACTIONを今後２年間で集中的に実行

ACTION１：全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大

ACTION２：電子処方箋の仕組みの構築

ACTION３：自身の保健医療情報を活用できる仕組みの拡大

患者や全国の医療機関等で医療情報を確認できる仕組みについて、
対象となる情報（薬剤情報に加えて、手術・移植や透析等の情報）
を拡大し、令和４年夏を目途に運用開始

重複投薬の回避にも資する電子処方箋の仕組みについて、オンラ
イン資格確認等システムを基盤とする運用に関する要件整理及び
関係者間の調整を実施した上で、整理結果に基づく必要な法制上
の対応とともに、医療機関等のシステム改修を行い令和４年夏を
目途に運用開始

ＰＣやスマートフォン等を通じて国民・患者が自身の保健医療情
報を閲覧・活用できる仕組みについて、健診・検診データの標準
化に速やかに取り組むとともに、対象となる健診等を拡大するた
め、令和３年に必要な法制上の対応を行い、令和４年度早期から
順次拡大し、運用

★上記のほか、医療情報システムの標準化、ＡＰＩ活用のための環境整備といったデータヘルス改革の基盤となる取組も着実に実施。
電子カルテの情報等上記以外の医療情報についても、引き続き検討。

新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プラン
第７回データヘルス改革推進本部
資料（令和２年７月30日）
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令和２年度
2020年度

令和３年度
2021年度

令和４年度
2022年度

7月 4月 10月 4月 10月

主要イベント

医療等情報を
全国の医療機関等

で確認できる
仕組み

情報の拡充

電子処方箋

健康情報をいつでも
確認できる仕組み

データヘルス集中改革プラン（２年間）の工程

▼オンライン資格確認開始 ▼診療報酬改定

システム構築等

システム開発等

要件整理（調査研究）

データ標準化、システム
要件、現場業務の整理

システム改修等

関係者との調整
(費用負担・運営主体)

システム構築等

システム改修等調査・検証・要件整理・調達準備等

必要な法制上の対応
（2021年常会）

①特定健診情報（2021年3月～）

②レセプト記載の薬剤情報（2021年10月～）

③手術・移植、④透析

⑤医療機関名等

がん検診、肝炎ウイルス検診、
骨粗鬆症検診、歯周疾患検診情報

調達作業

医療機関・薬局のシステム改修

事業主健診情報（2021年3月～）
※１ 40歳以上の労働者の健診情報は保険者を経由して①特定健診情報として提供開始
※２ 40歳未満の労働者の健診情報も保険者を経由して順次提供開始（必要な法制上の対応を予定）

電子処方箋（2022年夏～）

上記情報について、本人同意の下で、国民のスマホ等でも閲覧（マイナポータル等）
できるよう検討

乳幼児健診情報(2020年6月～)

集中改革期間

※電子カルテの情報等上記以外の医療情報についても、引き続き検討。

適正な民間PHRサービスの提供

民間PHR事業者におけ
る
最低限のルール整備

マイナポータルとのAPI
連携に係るルール整備

官民連携した事業者団体を通じた安全・安心に民間PHRサービスを利活用できる仕組みの構築

学校健康診
断情報

健康診断の記録様式を策定 実証実験 システム改修

第７回データヘルス改革推進本部
資料（令和２年７月30日）
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医療情報を患者や全国の医療機関等で確認できる仕組み（ACTION１）

・かかりつけの医療機関が被災しても、別の医療機関が
患者の情報を確認することで、必要な治療継続が容易に

・救急搬送された意識障害の患者等について、薬剤情報等
を確認することで、より適切で迅速な検査、診断、治療
等を実施

・複数医療機関にまたがる患者の情報を集約して把握する
ことにより、患者の総合的な把握が求められるかかり
つけ医の診療にも資する

・医療従事者による問診・確認の負担軽減
・感染症拡大期等対面診療が難しい場合にも、患者の

情報を補完
・重複投薬等の削減 等

改革後

〇災害や感染症拡大期等には、患者の医療情報の入手が
難しく、重症化リスクや継続が必要な治療の把握が
困難

〇高齢者や意識障害の救急患者等の抗血栓薬等の薬剤
情報や過去の手術・移植歴、透析等の確認が困難

○複数医療機関を受診する患者において、重複や併用
禁忌の薬剤情報等の確認が困難

現状

保険者

個人単位被保番

オンライン資格確認等システム

特定健診情報

特定健診情報

医療費・薬剤情報

マイナポータル
！

PHRｻｰﾋﾞｽ

医療機関

本人
特定健診情報

薬剤情報

個人単位被保番と特定健診データ、

薬剤情報等を１対１で管理

本人同意

個人単位被保番 資格情報 特定健診情報医療費・薬剤情報

マイナンバーカード

※1 マイナンバーカードにより本人確認と本人から同意を取得した上で、医療機関・薬

局が運営主体に薬剤情報等を照会する。運営主体はオンラインで薬剤情報等を回

答する。

※２ 電子カルテの情報については、相互運用性の標準規格の開発等を行い、医療情

報化支援基金の活用等により、技術動向を踏まえた医療情報システムの標準化を

進める。

薬局

薬剤情報

手術・移植、透析、医療機関名等

手術・移植、透析、
医療機関名等

手術・移植、透析、
医療機関名等

手術・移植、透析、
医療機関名等

◆改革のイメージ◆
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電子処方箋の仕組み（ACTION２）

・リアルタイムの処方情報共有（重複処方の回避）
・薬局における処方箋情報の入力負担軽減等
・患者の利便性の向上（紙の受渡し不要、

オンライン診療・服薬指導の円滑な実施が可能）

改革後

○病院等で受けとった紙の処方箋を薬局で渡す必要
○医師、薬剤師の得られる情報が限られている場合が

あり、重複投薬が行われる可能性が否定できない
○新型コロナウイルス感染症への対応の下ではファッ

クス情報に基づく調剤が可能だが、事後的な紙の処
方箋原本の確認作業が必要

現状

◆改革のイメージ◆

患者
薬局

③電子処方箋

の登録

医療機関②
診
察
・
処
方

⑦調剤情報の登録

⑤電子処方箋
の取得

電子処方せんサーバー

⑥服薬指導、薬剤交付

④本人確認

オンライン資格確認等システム

①本人確認

処方箋の表示

電子処方箋

薬剤情報

連携

処方時に、処方情
報・調剤情報が閲覧
可能

調剤時に、処方情
報・調剤情報が閲覧
可能
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自身の保健医療情報を閲覧・活用できる仕組み（ACTION３）

○ 国民が、マイナポータル等を通じて、
自身の保健医療情報をＰＣやスマホ等で
閲覧・活用が可能

○ ＡＰＩ連携等を通じて、個人のニーズ
に応じた、幅広い民間ＰＨＲサービスの活用

改革後

○ 国民等が健診情報等にワンストップでアクセスし、閲覧・活用
することが困難

○ 健診結果が電子化されておらず、円滑な確認が困難であること
や災害時等における紛失リスクが存在

○ 新たな感染症等の発生時に、医療機関や保健所が本人から正確
な情報を収集し、健康状態のフォローアップをすることが重要

現状

健診等の実施主体 国民・患者 民間PHR事業者等

マイナポータル等を通じた
閲覧やデータダウンロード

A B

医師

保健師、管理栄養士、
その他医療従事者 研究者

医療専門職等と相談しながら、
自身の健康増進等に活用

○情報の長期的な外部保存・管
理
○個人のニーズに応じた表示方
法

による閲覧等

自治体

保険者

学校の
設置者

自治体中間
サーバ

オンライン
資格確認等

システム

検討中

※ 国民・患者等が、適切な民間
PHRサービスを選択・活用する
事が出来る様な仕組みを構築す
るため、ルール等を整備

相互運用性等※

受診時に簡単に情報を共有で
き、円滑なコミュニケーショ
ンが可能となる 国民・患者等に対して、

適切な医療や保健指導等を提
供するために必要な連携医療専門職等

API連携 API連携

事業主
↓(※)
保険者 オンライン

資格確認等
システム

※ 事業主健診情報については、保険者へ情報を集
めるための法制上の対応を講ずることで保険者
へ情報を集約させ、保険者からオンライン資格
確認等システムに登録することにより、閲覧を
可能とする予定。

本人の同意
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